
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

六
六
上

二
〇港

湾
に
お
い
て

港
湾
で
は

〃

〃
〃
一
八港

湾
で
は

港
湾
に
お
い
て
は

令和年月日 火曜日 第号官 報
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
金
四
億
四
千
二
十
五
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
一
日

掲
載
頁

三
頁

令
和
七
年
十
月
十
四
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
八
番
二
号

株
式
会
社
Ｊ

Ｆ
Ｕ
Ｎ
１
５

代
表
取
締
役

貝
瀬

和
人

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
九
千
七
百
一
万
五
千
円
減
少

し
一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
十
四
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
五
丁
目
九
番
一
号

ブ
ー
ス
ト
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

堀

新
一
郎

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
百
万
円
減
少
し
一
千
七
百

万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
三
日

掲
載
頁

一
〇
九
頁
（
号
外
第
二
二
二
号
）

令
和
七
年
十
月
十
四
日

東
京
都
目
黒
区
自
由
が
丘
一
丁
目
二
四
番
一
四
号

株
式
会
社
一
誠
堂

代
表
取
締
役

川
邊
俊
太
郎

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
九
百
三
十
万
円
減
少
し
八
百

六
十
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
十
四
日

富
山
市
婦
中
町
島
本
郷
四
七
番
地
三

有
限
会
社
さ
く
ら
ホ
ー
ム

代
表
取
締
役

津
本

虎
雄

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
十
七
日
を
効
力
発
生
日
と

す
る
大
岳
電
気
工
業
株
式
会
社
と
の
株
式
交
換（
以
下「
本

株
式
交
換
」）に
よ
り
資
本
準
備
金
の
額
が
増
加
す
る
こ
と

を
条
件
と
し
て
、
資
本
準
備
金
の
額
に
つ
い
て
、
本
株
式

交
換
に
よ
る
資
本
準
備
金
の
増
加
額
を
減
少
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
三
日

掲
載
頁

一
〇
七
頁
（
号
外
第
二
二
二
号
）

令
和
七
年
十
月
十
四
日

名
古
屋
市
中
川
区
中
野
本
町
二
丁
目
二
八
番
地

Ｋ
Ｋ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

山
本

孝
司

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
株
式
交
換
に
よ
り
増
加
す
る
予
定
の
資
本
準

備
金
の
額
を
一
億
四
千
三
百
五
十
三
万
千
三
百
一
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
は
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ

ん
。令

和
七
年
十
月
十
四
日

大
阪
市
北
区
梅
田
一
丁
目
一
番
三
号

株
式
会
社
ト
ラ
ス
ト
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

木
村

正
治

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
三
億
八
千
七
百
十
九
万

四
千
百
二
十
二
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://x
.g
d
/K
f0Is

令
和
七
年
十
月
十
四
日

神
戸
市
中
央
区
元
町
通
一
丁
目
六
番
九
号

株
式
会
社
イ
ク
シ
マ
ヤ

代
表
取
締
役

生
島

哲

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、令
和
七
年
十
月
二
十
九
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
午
前
十
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、

そ
の
所
有
す
る
株
式
一
株
を
百
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ

り
株
式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公

告
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
十
四
日

広
島
県
東
広
島
市
高
屋
町
檜
山
五
八
番
地
の
一

有
限
会
社
大
興

代
表
取
締
役

部
谷

拓
司

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
十
四
日

東
京
都
大
田
区
大
森
西
二
丁
目
二
七
番
一
二
号

大
和
鋼
機
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
本

大

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
十
四
日

山
口
県
宇
部
市
西
宇
部
北
四
丁
目
七
番
一
四
号

株
式
会
社
星
和
商
事

代
表
取
締
役

小
池

克
二

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
四
億
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は

h
ttp
s://w

w
w
.k
a
ik
ei -h
o
m
e.co
m
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x
ess/0077/in

d
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h
tm
l

に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
十
四
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

Ｔ
ｅ
ｎ
ｊ
ｉ
ｎ
１
特
定
目
的
会
社

取
締
役

ベ
ネ
ッ
ト
佳
恵
子

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
優
先
資
本
金
の
額
を
金
三
億
八
千
八
百
七
十
五
万

円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

要
旨
は
令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
付
官
報
の
号
外
第
二
一

五
号
二
一
二
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
十
四
日

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目
一
〇
番
五
号
デ
ロ
イ
ト

ト
ー
マ
ツ
赤
坂
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
株
式
会
社

内

Ｒ
Ｗ
原
木
３
特
定
目
的
会
社

取
締
役

山
﨑

亮
雄

債
権
申
出
の
公
告
（
第
一
回
）

当
企
業
年
金
基
金
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
厚
生
労
働

大
臣
の
認
可
を
受
け
基
金
の
解
散
の
認
可
が
あ
っ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
た
の
で
、
当
基
金
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除

斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
十
四
日

東
京
都
港
区
赤
坂
一

八

一

セ
ゾ
ン
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
企
業
年
金
基
金

清
算
人

武
田

俊
介

訂
正
公
告

令
和
七
年
九
月
二
十
二
日
（
号
外
第
二
一
二
号
）
掲
載

の
旅
行
業
者
営
業
保
証
金
取
戻
し
公
告
中
、「

本
社
営
業

所
東
京
都
港
区
新
橋
一
丁
目
５
番
５
号

」と
あ
る
は「

本
社
営
業
所
東
京
都
港
区
新
橋
１

５

５
国
際
善
隣

会
館
９
階

」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
十
四
日

東
京
都
港
区
新
橋
一
丁
目
五
番
五
号

株
式
会
社
ス
ク
ー
プ
ジ
ャ
パ
ン

代
表
取
締
役

小
澤

高
志

訂
正
公
告

令
和
七
年
十
月
七
日
（
号
外
第
二
二
四
号
）
掲
載
の
解

散
公
告
中
、
会
社
名
「
有
限
会
社
東
和
工
業
」と
あ
る
は
、

「
有
限
会
社
東
和
興
業
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
十
四
日

大
分
市
勢
家
町
一
丁
目
一
番
一
二
号

有
限
会
社
東
和
興
業

清
算
人

工
藤

克
彦

令
和
七
年
十
月
一
日
（
号
外
第
二
百
二
十
号
）
国
土
交

通
省
告
示
第
九
百
十
七
号
（
港
湾
の
開
発
、
利
用
及
び
保

全
並
び
に
開
発
保
全
航
路
の
開
発
に
関
す
る
基
本
方
針
）
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